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1 ． 土 壌 汚 染 対 策 法 改 正 の 背 景 と 主 な 改 正 点  

（１）背 景 
   

土壌汚染対策法が平成 15 年に施行されてから 7 年が経過し、以下のような問題が明らかにな

ってきた。 
 
 ①法に基づかない自主調査等による土壌汚染の発見が増加し、汚染土壌の適正管理への不安が

増している 
  

②処理方法が掘削除去に偏よっており、土地所有者の過剰な負担や環境リスク低減の観点から

問題となっている 
 
③不適正処理事案が発生するなど、汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散が見られる 

   
 そこで、土壌汚染状況把握の為の制度拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容

の明確化、搬出土壌の適正処理の確保等を図るため、今回の改正が行われ、平成 22 年４月１

日に施行された。 
 なお、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因による汚染土壌についても対象となってい

る。 
 
 
（２）主 な 改 正 点  
   
主な改正内容は以下のとおりである。 

 

 ①土壌汚染状況把握の為の制度拡充 
・一定規模以上の土地の形質変更時に届出が必要 

・土地所有者による自主的申請制度を創設 

 

②規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化 
 ・対策が必要な区域（要措置区域）、形質変更時に届出の必要な区域（形質変更時要届出区

域）に分類 

 

 ③搬出土壌の適正処理の確保 

  ・事前届出、計画の変更命令、措置命令等を新設 

  ・管理票の交付、保存を義務化 

  ・土壌処理業の許可制度新設 
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凡例２ ． 土 壌 汚 染 対 策 法 の し く み  土地所有者等の手続き 

（１）フロー図 都道府県知事の手続き 

   文中の「法」は「土壌汚染対策法」、「令」は「土壌汚染対策法施行令」、 
調査・対策実施者の手続き

   「則」は「土壌汚染対策法施行規則」を指す。 

 

有害物質使用特定施

設を廃止するとき 

①一定規模（3,000 ㎡）
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おそれあり 

おそれなし 

工事着手 

基準適合 

規制 
対象外 

基準不適合 

義務発生 

おそれあり おそれなし 

⑨形質変更時要届出 
区域に指定（法 11 条）

指定解除 
（法 6、11 条）

適 正 管 理 

しない 

する 

義務発生 

⑪摂取経路の

汚染の汚染の 

⑬区域外へ

汚染土壌を

搬出する 
場合は・・・

（法 16 条）

義務発生 

自主調査の結果 土壌汚染がかなり疑

わしいとき 
以上の土地の 

汚染が判明したとき
形質変更を行うとき

廃  止  届 ②30 日前までに形質

変更の届出（法 4条）（法 3条） 

除 去 除 去

遮 断

おそれあり 

健康被害が生じる ③土壌汚染の 
おそれの判断 おそれの判断

調査命令（法 5条） 
調査場所、有害物質の

種類を明示 

調査命令（法 4条）
調査場所、有害物質の

種類、理由を明示 

④ 調   査   の   実   施 

⑤ 濃 度 基 準 へ の 該 当 性 判 断 

結  果  報  告 
⑫区域指定の申請

（法 14 条）

⑥健康被害のおそれの該当性判断 

形質変更時 
⑦要措置区域に 
 指定（法 6条） 

⑧ 措 置 の 指 示
（法 7条） 

⑩形質変更

の届出 
（法 12 条） 



（２）項目の説明 
 

①土地の形質の変更の部分の面積（掘削および同掘削土を用いた埋土、盛土の面積の合計）が 3,000

㎡以上であれば該当（則 22 条）。トンネルの場合は、開口部を平面図に投影した部分の面積。 

ただし、以下の全てに該当する場合は対象外（則 25 条）。 

 ・形質変更の区域外へ土壌を搬出しない ・形質変更時に周辺への土壌の飛散、流出が生じない 

 ・土地を掘削する深さが 50ｃｍ未満 
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②形質変更を行おうとする者（土地所有者等）が、様式第 6（16 頁参考資料④参照）により届出（則

23、24 条）。公共、民間の区別等はない。添付書類は次のとおり（則 23 条）。 

 ・場所を示す図面 

 ・土地所有者等の同意書（届出者が土地の所有者等でない場合、工事請負契約書等） 

 

③土壌汚染のおそれがあるのは・・・以下の土地（則 26 条）。 

 ・汚染状態が濃度基準に適合しないことが明らか  

・特定有害物質が埋められ、飛散、流出、浸透した 

 ・特定有害物質の製造、使用、処理、貯蔵、保管施設の敷地 等 

 

④調査の実施主体は土地の所有者等であるが、実務は依頼を受けた指定調査機関（大臣指定）が実

施。適用される条項（法 3～5条）によって手順は変わるが、調査の大まかな流れとしては以下の

とおり（則 3～15 条）。 

情報の入手・把握（地歴調査）  試料採取対象物質の種類の特定  土壌汚染のおそれの区分

の分類  試料採取を行う区画の選定  試料採取・分析  結果の報告 

 

⑤要措置区域等指定基準に適合するか。（12 頁参考資料①参照） 

  

⑥健康被害のおそれの該当性は・・・以下の判断による（令 5条）。 

 ・土壌溶出量基準に適合しない場合  当該土地の周辺で地下水の飲用があるか 

 ・土壌含有量基準に適合しない場合  当該土地に、人が立ち入ることができる状態か 

 

⑦健康被害を防止するための何らかの対策（措置）が必要な区域。 

 指定解除がなされない限り、形質変更は原則禁止（法 9 条、則 43 条） 

  

⑧都道府県知事が、講ずべき措置を指示（則 33～42 条）。詳しくは「３．汚染の除去等の措置」を

参照のこと。 

  

⑨健康被害の観点で当面の対策（措置）は必要ないが、土地の形質変更時に届出が必要な区域。 

 

⑩形質変更時要届出区域内の土地の形質変更を行う場合は、14 日前までに都道府県知事に様式第 10

（17 頁参考資料⑤参照）により届出が必要（法 12 条、則 48～53 条）。 

 

⑪汚染土壌は残存するものの、人体への摂取経路を遮断する措置により健康被害が生じるおそれが

なくなった場合は、要措置区域の指定は解除、形質変更時要届出区域として指定（法 6 条、11 条、

施行通知の記の第 4の 1（5））。 

 

⑫自主調査により、汚染が判明した（している）場合は、調査結果等を記載した申請書を提出して、

要措置区域等の指定の申請を行うことができる（任意）（法 14 条、則 54～56 条）。 

 

⑬汚染土壌を要措置区域等の外へ搬出する場合は・・・「４．汚染土壌の搬出」を参照のこと。 

 ・搬出に着手する 14 日前までに都道府県知事への届出が必要（則 61～63 条）       

 ・処理許可業者へ処理を委託（法 18 条） ・管理票の交付・回収・保管（法 20 条、則 66～76 条）    



３．汚染の除去等の措置 
 都道府県知事は、要措置区域の指定を行う際に、期限を定めて土地所有者等又は、汚染原因者に

汚染の除去等の措置の指示を行う。 
 

（１）土壌溶出量基準不適合のとき 
 

① 地下水汚染が生じていない場合 
原則として、地下水の水質測定が命ぜられる。（規則別表 第 5の 1 の項） 
  

② 地下水汚染が生じている場合 
 
 

 下表に示す措置のいずれかが命ぜられる。注（1） 

措置の種類 

第一種特定有害物質 
（揮発性有機化合物）

第二種特定有害物質
（重金属等） 

第三種特定有害物質 
（農薬等） 

第二溶出量基準 第二溶出量基準 第二溶出量基準 

適 合 不適合 適 合 不適合 適 合 不適合 

原位置封じ込め ◎ ◎※ ◎ ◎※ ◎ ― 

遮水工封じ込め ◎ ◎※ ◎ ◎※ ◎ ― 

地下水汚染の拡大
の防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

土壌汚染の除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

遮断工封じ込め ― ― ○ ○ ○ ◎ 

不溶化 ― ― ○ ― ― ― 
   

凡例 ◎：講ずべき汚染の除去等の措置（指示措置） 

     ○：環境省令で定める汚染の除去等の措置（指示措置と同等以上の効果を有すると認

められる措置） 

     －：適用できない措置 

     ※：汚染土壌の汚染状態を第二溶出基準に適合させた上で行うことが必要。 
  注（1）｢土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(暫定版)｣（平成 22 年 7 月環境省 

水・大気環境局 土壌環境課） http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/index.html 

（２）土壌含有量基準不適合のとき 
 
原則とする措置は、「盛土」とする。（規則別表第 5の 9 の項の中欄）ただし、日常生活に著

しい支障が生じるときは「土壌入換え」とする。（規則別表第 5の 8の項の中欄）、また、特

別な場合は「土壌汚染の除去」が命ぜられる。（規則別表第 5の 7 の項の中欄） 
 

措置の種類 通常の土地 
盛土では支障が
ある土地 ※1 

特別な場合 ※2 【凡例】 

舗装 ○ ○ ○ ◎講ずべき汚染の除去等

の措置（指示措置） 

○環境省令で定める汚染

の除去等の措置 

（指示措置と同等以上の

効果を有すると認めら

れる措置） 

立入禁止 ○ ○ ○ 

盛 土 ◎ ― ― 

土壌入替え ○ ◎ ― 

土壌汚染の除去 ○ ○ ◎ 
     

※1 「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンション（一階部分が店舗等の住宅以外の

用途であるものを除く。）で、盛土して 50ｃｍかさ上げされると日常生活に著しい支障

が生じる土地 

  ※2  乳幼児の砂場遊び等に日常的に利用されている砂場等や、遊園地等で土地の形質の変更

が頻繁に行われ盛土等の効果の確保に支障がある土地については、土壌汚染の除去を指

示される。 
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４．汚染土壌の搬出 

（１）要措置区域等外への搬出 

   ・要措置区域等（要措置区域および形質変更時要届出区域）内の土地の土壌を要措置区域等

外へ搬出しようとする者は、汚染土壌の搬出に着手する日の 14 日前までに当該搬出の計

画について、都道府県知事に届出なければならない。  

・汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、汚染土壌の処理を、都道府県知事の許可を受

けた汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 

・汚染土壌の運搬に関する業の許可は必要ないが、｢汚染土壌の運搬に関する基準等｣が定め

られており、この基準に基づいて運搬する必要があるとともに、所定の管理票を使用しな

ければならない。 

① 汚染土壌の搬出時の届出  

（ア）搬出着手 14 日前までに届出 

（イ）届け出内容は様式 16 による（17 頁参考資料⑤参照） 

（ウ）添付書類関係（規則 61-2） 

・汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面 

・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し 

・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類 

・運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には   

当該保管の用に供する施設の構造を記した書類 

・汚染土壌の処理を汚染土壌処理許可業者に委託したことを証する書類 

・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する（法 22 条 1項）の許可を受けた者

の当該許可に係る許可証の写し 

② 処理業者の選定 

    都道府県知事が許可した汚染土壌処理業者に委託（法 18 条）しなければならない。 

※｢土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧｣は下記の環境省ホームページ参照 
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/gyousya.pdf 

③ 運搬時の注意 
    要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者に対し「汚染土壌の運搬に関する基準」

が定められ、遵守が義務付けられている。（法 17 条、規則 65）  

※｢汚染土壌の運搬に関する基準等について｣は下記の環境省ホームページ参照 
       http://www.env.go.jp/hourei/add/f006.pdf 

（ア）管理票の交付と回収及び保管。（5年間） 

（イ）運搬中の汚染土壌の拡散防止及び悪臭等の防止。 

   （ウ）運搬車両の外側の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示。（字の大きさ等詳細に 

決められているので注意のこと） 

（エ）異物等の混合及び除去の禁止。（運搬の過程において汚染土壌とその他の物を混ぜて

はいけない。また、コンクリートガラなどを分離してはならない） 

（オ）積替え、保管、荷卸し、引き渡し関する基準の遵守。 

  （カ）運搬、処理の再委託の禁止。 

   [参考] 

運搬については、運搬受託者の名義（責任）で下請業者を使用することは許容されてい

5 

http://www.env.go.jp/hourei/add/f006.pdf


る。処理業者については、許可内容に定められた再委託は再委託禁止には該当しない。 
※管理票の交付者は、｢汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者｣であり、原則、「発

注者」である。（但し、発注者より建設業者が交付者になるよう求められた場合は、

該当行政に相談されたい） 

④ 搬出終了時の注意 

完了したことの届出方法が定められていないので、要措置区域等の指定解除を要請する

には、自主的な完了報告を出すことが重要である。 

 

（２）汚染土壌の処理施設の種類 （汚染土壌の処理業に関する省令第 1 条） 

  ① 浄 化 等 処 理 施 設：汚染土壌について浄化、溶融又は不溶化を行うための施設。 
浄 化 汚染土壌に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解する方法により除去し、

除去した後の土壌の特定有害物質による汚染状態を土壌溶出量基準及び土壌含

有量基準に適合させることをいう。 
溶  融 汚染土壌を加熱することにより、汚染土壌が変化して生成した物質に特定有害

物質を封じ込め、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合させることをいう。

不 溶 化 薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が溶出しないよう汚染土壌の性

状を変更させることをいう。 
  ② セ メ ン ト 製 造 施 設：汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設。 
  ③ 埋 立 処 理 施 設：汚染土壌の埋立てを行うための施設。 
  ④ 分 別 等 処 理 施 設：汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は  

           汚染土壌の含水率を調整するための施設。 
 
（３）汚染土壌の処理のフロー図 

   要措置区域等から搬出された汚染土壌は、汚染土壌処理施設へのみ搬出が可能である。 
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（４）汚染土壌の管理票の交付 ＜管理票の流れ＞ 

 

 

B1 票 

C1 票 

B2 票

C2 票 

C3 票

運搬受託者の保存用 

処理受託者の保存用 

運搬終了報告として管理交付者へ送付用 

処理終了報告として管理票交付者へ送付

処理終了報告として運搬受託者へ送付用 

A 票 
管理票交付者の控え（B2,C2 票が戻るまで保

管）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けない場合は、委託した運搬又は処理の状況を調

査・把握し、結果を都道府県知事等に届け出る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理受託者 運搬受託者 管理票交付者 
A.B1.B2.C1. 

C2.C3 

③回付 

②A（控） 

（運搬終了報告） 

（運搬終了後１０日以内）

 

① 交付 

⑤B2 

A 票  

B2 票

C2 票

【保存】

C1 票

⑦C2（処理終了報告） 

⑥C3（処理終了報告） 

B1.B2.C1. 

【保存】 

【保存】

C3 票

【保存】

B1 票

C2.C3 

④B1,B2（受領） 

受領者記入 

【保管】 

【保存】 

 

※管理票は、土壌環境センターにて販売されている。（350 円/部） 

●土壌環境センター   http://www.gepc.or.jp/ 
※管理票の記入要領・記入例は 14 頁参考資料④参照。 
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５．その他の注意事項 

（１） 要措置区域等外の土地の基準不適合土壌等の取扱い 

要措置区域等外の土地の土壌であっても、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基

準に適合しないことが明らかであるか、又はそのおそれがある土壌については、運搬及び処

理に当たり、法第４章『汚染土壌の搬出等に関する規制（第 16 条～29 条参照）』の規定に

準じ適切に取り扱うこと。（平成 22 年 3 月 5 日 環水大土発第 100305002 号「土壌汚染対

策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(第 10）」79 頁参

照）http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_100305002.pdf 
 

 
（２） 法対象外の有害物質等に汚染された土壌 

ダイオキシン類に汚染された土壌の取扱いについては、「ダイオキシン類対策特別措置法（平

成 11 年法律第 105 号）」が適用されるので、法に従って措置すること。 

また、油類のような異臭や油膜等を発生させているものは、発注者や関係官庁と事前に協議

し、適切に措置等をすること。 

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_100305002.pdf


６ ． 大 阪 府 の 「 土 壌 汚 染 対 策 制 度 」  
 
（１） 法の上乗せ基準 

 

大阪府ではこれまででも「土壌汚染対策法」に規制を上乗せした「大阪府生活環境の保全に

関する条例」が施行されていたが、今回の法改正に伴い上乗せ規制を残したまま、法との整

合性を図った。上乗せ規制および法との相違点は以下の通りである。 

 
① 特定有害物質の追加 

土壌汚染対策法の特定有害 25 物質にダイオキシンを加える。（土壌含有量基準：1000pg－

TEQ/ｇ以下） 

 
② 調査・報告の機会の追加 

（ア）3000 ㎡以上の形質変更時（以前は敷地面積であったが法と整合した） 
※土地の形質の変更者による土地の利用履歴等調査結果報告書が必要 

 有害物質の使用等の可能性があれば調査・報告の必要有り 
（イ）ダイオキシン使用施設の廃止時 
（ウ）有害物質を使用している稼動中の工場等の形質変更時 

    
③ 土地の所有者等の責務（努力義務） 

土地所有者等は他の土地から土砂を受け入れて造成を行う際、その性状等を搬出する側に

求めるなど、受け入れ土砂の性状の把握に努める必要がある（条例８１条の３第２項） 

 

 
（２）大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針 

（平成２２年１１月３０日施行） 
 

これまでにも土地の取引時などに、土壌汚染対策法や府条例の対象とならない自主的な土壌

汚染調査や措置が数多く実施されているが、指針により大阪府が関与（指導や助言）するこ

とで、より客観性の高い調査又は措置となる。 

指導又は助言は以下の段階に報告書等の文書でもって報告や説明を行うことにより受ける

のが望ましい。 

 

① 自主調査計画時 

② 自主調査終了時 

③ 自主措置計画時 

④ 自主措置に係る工事の完了時 

⑤ 自主措置の効果を確認する地下水モニタリングの終了時 

   

なお、実施者は自主調査等の結果を周辺住民等に情報提供するよう努める。また、大阪府は

報告を受けた自主調査等の結果の情報を整理し、必要に応じて府民に情報提供する。 

 

※｢大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針｣は、下記の大阪府のホ

ームページ参照 

http://www.pref.osaka.jp/attach/4908/00016200/sisinhonbun.pdf 
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７．法令による罰則 
法 違 反 行 為             罰 則     

第

65

条 

報告・虚偽報告の是正

命令違反(第 3 条第 3

項) 

使用廃止された有害物質使用特定施設で土地の土壌の特定

有害物質による汚染の状況について報告しない、虚偽の報告

をしたとき、又はその是正の命令に従わなかった者 

1年以下の懲

役又は 100

万円以下の

罰金 

調査・結果報告の命令

違反(第 4条第 2項) 

土地の形質変更を届け出た場合に、土壌汚染状況について調

査、結果報告の命令に従わなかった者 

調査・結果報告の命令

違反(第 5条第 1項) 

土壌の特定有害物質により健康被害が生ずるおそれがある

と認められたときに、汚染状況について調査、結果報告の命

令に従わなかった者 

汚染除去等の措置命令

違反(第 7条第 4項) 

要措置区域内において、期限までに指示措置等を講じる命令

に従わなかった者 

土地形質変更届の計画

変更命令違反(第 12 条

第 4項) 

土地の形質変更届の計画変更命令に従わなかった者 

汚染土壌搬出届の計画

変更命令違反(第 16 条

第 4項) 

汚染土壌搬出届の計画変更命令に従わなかった者 

運搬基準・処理委託の

措置命令違反(第 19 条) 

期限までに汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置命

令に従わなかった者 

処理方法他の改善命令

違反(第 24 条) 

期限までに汚染土壌の処理方法他の改善命令に従わなかっ

た者 

許可取消・事業停止命

令違反(第 25 条) 

許可の取り消し、事業の全部若しくは一部の停止命令に従わ

なかった者 

許可取消等の場合の措

置義務違反(第27条第2

項) 

事業を廃止又は許可を取り消されて、期限までに汚染の除

去、汚染の拡散防止他の措置命令に従わなかった者 

土地形質変更禁止違反

(第 9条) 

要措置区域内において、指示なく土地の形質の変更を行った

者 

汚染土壌処理業の許可

違反(第 22 条第 1項) 

汚染土壌処理施設ごとに許可を受けず、汚染土壌処理を業と

して行った者 

汚染土壌処理業の変更

許可違反(第 23 条第 1

項) 

汚染土壌処理施設の変更許可を受けずに、汚染土壌処理の事

業を行った者 

汚染土壌処理業の不正

許可違反(第 22 条第 1

項) 

不正の手段により汚染土壌処理施設の許可を受けた者 

汚染土壌処理業の不正

変更許可違反(第 23 条

第 1項) 

不正の手段により汚染土壌処理施設の変更許可を受けた者 

名義貸し禁止違反(第 

26 条) 

自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わ

せた者 

第

66

条 

土地利用方法の変更届

出義務違反(第 3 条第 4

項) 

予定されている利用方法からみて人の健康被害のおそれが

ないと確認を受けた者が、土地の利用方法の変更の届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

3ヶ月以下の

懲役又は 30

万円以下の

罰金 

土地形質変更の届出義

務違反(第 4条第 1項) 

一定規模以上の土地の形質の変更に着手する３０日前まで

に届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

土地形質変更の届出義

務違反(第 12 条第 1項) 

形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更に着手する１

４日前までに届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

搬出届出義務違反(第

16 条第 1･2 項) 

要措置区域等内の汚染土壌の搬出に着手する１４日前まで

に届出をせず、又は虚偽の届出をした者。 

届出に係る事項を変更し、その行為に着手する１４日前まで

に届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

汚染土壌処理業の変更

許可届出義務違反(第

23 条第 3･4 項) 

汚染土壌処理施設の軽微な変更を遅滞なく届出せず、又は虚

偽の届出をした者 

汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止、廃止、再

開する届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
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運搬基準違反(第 17 条) 
要措置区域等外において運搬に関する基準に従わず、汚染土

壌を運搬した者 

汚染土壌処理委託違反

(第 18 条第 1 項) 

汚染土壌処理業者に委託せず、汚染土壌の処理を他人に委託

した者 

汚染土壌処理業者の再

委託禁止違反(第 22 条

第 7項) 

汚染土壌処理業者で、汚染土壌の処理を他人に委託した者 

管理票交付義務違反 

(第 20 条第 1 項) 

汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようと運搬又は処理を

他人に委託する場合に、管理票を交付せず、又は規定する事

項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した

者 

管理票送付・回付義務

違反(第 20 条第 3 項前

段･第 4項) 

汚染土壌の運搬を終了したとき、期間内に管理票の写しを送

付せず、又は規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載

をして管理票の写しを送付した者 

汚染土壌の処理を終了したとき、回付された管理票に規定す

る事項を記載し、期間内に送付せず、又は規定する事項を記

載せず、若しくは虚偽の記載をして送付した者 

管理票回付義務違反

(第 20 条第 3 項後段) 

汚染土壌の運搬を終了したとき、処理を委託された者に管理

票を回付しなかった者 

管理票保存義務違反

(第 20 条第 5･7･8 項) 
定める期間、管理票又はその写しを保存しなかった者 

虚偽の管理票交付禁止

違反(第 21 条第 1･2 項) 

汚染土壌の運搬、又は処理を受託していないにもかかわら

ず、虚偽の記載をして管理票を交付した者 

虚偽の管理票送付禁止

違反(第 21 条第 3項) 

受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもか

かわらず、管理票の送付をした者 

第

67

条 

処理記録義務違反(第

22 条第 8項) 

汚染土壌の処理に関し汚染土壌処理施設ごとに記録せず、若

しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者 

30 万円以下

の罰金 

秘密保持義務違反(第

50 条) 

指定支援法人の役員等で業務に関して知り得た秘密を漏ら

した者 

報告及び検査義務違反

(第 54 条第 1･3～5 項) 

汚染土壌に係る者（土地所有者等又は汚染除去等の措置若し

くは土地形質変更を行った者、運搬、処理、指定調査機関等）

で環境大臣・都道府県知事からの必要な報告の求めに対し報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者 

第

68

条 

法人に対する両罰規定 
法人の従業者等が違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人に対して各本条の罰金刑を科す。 

行為者を罰

するほか、法

人に対して

各本条の罰

金刑 

第

69

条 

届出義務違反(第 12 条

第 2･3 項) 

形質変更時要届出区域が指定され既に土地の形質の変更に

着手している場合、指定の日から１４日以内に届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

形質変更時要届出区域において非常災害のために必要な応

急措置として土地の形質の変更した場合、１４日以内に届出

をせず、又は虚偽の届出をした者 

20 万円以下

の過料 

届出義務違反(第 16 条

第 3項) 

非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を要措置

区域等外へ搬出した場合、１４日以内に届出をせず、又は虚

偽の届出をした者 

届出義務違反(第 20 条

第 6項) 

期間内に管理票の写しの送付を受けないとき、又は規定する

事項が記載されていない若しくは虚偽の記載のあるとき、速

やかに状況を把握して結果の届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 

届出義務違反(第 40 条) 
土壌汚染状況調査等の業務を廃止したとき、遅滞なく届出を

せず、又は虚偽の届出をした者 

 



参考資料①

0.002 0.002 0.02

0.004 ー 0.004 0.04

0.02 ー 0.02 0.2

0.04 ー 0.04 0.4

0.002 ー 0.002 0.02

0.02 ー 0.02 0.2

0.01 ー 0.01 0.1

1 ー 1 3

0.006 ー 0.006 0.06

0.03 ー 0.03 0.3

0.01 ー 0.01 0.1

カドミウム 0.01 カドミウム 150 カドミウム 0.01 カドミウム 0.3

六価クロム 0.05 六価クロム 250 六価クロム 0.05 六価クロム 1.5

シアンが検出されな
いこと

遊離ｼｱﾝ 50 検出されないこと シアン 1

水銀 0.0005 水銀 0.0005 水銀 0.005

　　うちアルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

セレン 0.01 セレン 150 セレン 0.01 セレン 0.3

鉛 0.01 鉛 150 鉛 0.01 鉛 0.3

砒素 0.01 砒素 150 砒素 0.01 砒素 0.3

ふっ素 0.8 ふっ素 4000 ふっ素 0.8 ふっ素 24

ほう素 1 ほう素 4000 ほう素 1 ほう素 30

0.003 ー 0.003 0.03

0.006 ー 0.006 0.06

0.02 ー 0.02 0.2

検出されないこと ー 検出されないこと 0.003

検出されないこと ー 検出されないこと 1

備考 ①地下水基準：汚染範囲の確定のための調査の判定基準及び地下水汚染の判定基準（規則第7条第1項関係）

②指定基準：都道府県知事等が「要措置区域等」として指定する際の基準（規則第31条第1項及び第2項関係）

　　　　　　土壌溶出量基準：地下水経由の観点からの指定基準であり、現在の土壌汚染に係る環境基準と同じ数値

　　　　　　土壌含有量基準：直接摂取の観点からの指定基準であり、第2種特定有害物質に限りさだめられている。

③第２溶出量基準：土壌溶出量基準の３～30倍に相当（施行規則別表第4）
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参考資料② 土壌汚染対策法に関する行政窓口一覧
1.環境省

　環境省水・大気環境局土壌環境課　

　ＴＥＬ　０３－３５８１－３３５１（代表）

2.都道府県・政令市

担当部局名 担当課室名

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3458

大津市 環境部 環境政策課 077-528-2735

京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711

京都市 環境政策局環境企画部 環境指導課 075-213-0928

大阪府
環境農林水産部
環境管理室

環境保全課 06-6210-9579

大阪市 環境局環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926

堺市 環境局環境保全部 環境指導課 072-228-7474

岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462

豊中市 環境部 環境政策室 06-6858-2105

吹田市 環境部地域環境室 環境保全課 06-6384-1850

高槻市 環境部地域環境室 環境保全課 072-674-7487

枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492

茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646

八尾市 経済環境部 環境保全課 0729-994-3760

寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181

東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206

兵庫県 農政環境部環境管理局 水質課 078-362-9094

神戸市 環境局環境創造部 環境保全指導課 078-322-5309

姫路市 農政環境局 環境政策室 079-221-2466

尼崎市 環境市民局 公害対策課 06-6489-6305

明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030

西宮市 環境局環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823

加古川市 環境部環境政策局 環境政策課 079-427-9200

宝塚市 市民環境部 環境政策課 0797-77-2072

奈良県 くらし創造部景観・環境局環境政策課 0742-27-8737

奈良市 企画部 環境政策課 0742-34-4933

和歌山県 環境生活部環境政策局 環境管理課 073-441-2688

和歌山市 市民環境局環境保全部 環境対策室 073-435-1114

※平成２２年１１月現在
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参考資料④ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書   

様式第六（第二十三条第一項関係） 

 

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 

 

年   月   日  

 
  都道府県知事 様 
   （市長） 
 
 
                                         氏名又は名称及び住所並びに法人 
                   届出者                 印 
                       にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 土壌汚染対策法第４条第１項の規定により、一定の規模以上の土地の形質の変更について、次

のとおり届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の形質の変更の対象

となる土地の所在地 

                

 

土地の形質の変更の場所 

 

 

 

土地の形質の変更の着手

予定日 

 

 

土地の形質の変更の規模 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２  氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人

 （法人にあっては、その代表者）が署名することができる。 
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参考資料⑤ 形質変更時要届出区域における形質の変更届出書 

 

様式第十（第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第五十二条関係） 

 

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 

 

年   月   日  

 

   都道府県知事 様 
    （市長） 
 
 
                                         氏名又は名称及び住所並びに法人 
                   届出者                 印 
                       にあっては、その代表者の氏名 
 

 

 土壌汚染対策法第12条（第１項、第２項、第３項）の規定により、形質変更時要届出区域内に 

おける土地の形質の変更について、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形質変更時要届出区域の

所在地 

 

 

土地の形質の変更の種類 

 

 

 

土地の形質の変更の場所 

 

 

 

土地の形質の変更の施行

方法 

 

 

土地の形質の変更の着手

予定日（又は着手日） 

 

 

土地の形質の変更の完了

予定日（又は完了日） 

 

 

  

 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人 

（法人にあっては、その代表者）が署名することができる。 
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参考資料⑥ 汚染土壌の区域外搬出届出書 

 様式第十六（第六十一条第一項関係） 

 

 

汚染土壌の区域外搬出届出書 

 

年   月   日  

 
  都道府県知事 
                 殿 
   （市長） 
 
                                         氏名又は名称及び住所並びに法人 
                   届出者                 印 
                       にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 土壌汚染対策法第16条第１項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次

のとおり届け出ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要措置区域等の所在地  

汚染土壌の特定有害物質によ

る汚染状態 

 

 

汚染土壌の体積  

汚染土壌の運搬の方法  

汚染土壌を運搬する者の氏名

又は名称 

 

 

汚染土壌を処理する者の氏名

又は名称 

 

 

汚染土壌を処理する施設の所

在地 

 

 

汚染土壌の搬出の着手予定日  

汚染土壌の搬出完了予定日  

汚染土壌の運搬完了予定日  

汚染土壌の処理完了予定日  

運搬の用に供する自動車等の

所有者の氏名又は名称及び連

絡先 

 

 

 

積替えを行う場所の所在地並

びに所有者の氏名又は名称及

び連絡先（運搬の際、積替え

を行う場合に限る。） 

 

 

 

 

保管施設の所在地並びに所有

者の氏名又は名称及び連絡先

（保管施設を用いる場合に限

る。） 

  
 

 

 

  

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法

人にあってはその代表者）が署名することができる。 
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参考資料⑦ 第４条１項届出要件の 3,000 ㎡の考え方と調査範囲 
 第４条１項届出要件の 3,000 ㎡の考え方と調査範囲を例示する。ただし、自治体によって見解が

異なる場合があるので、判断に迷う場合は行政担当者に相談を行うことを心掛ける。 
 ケース１ 

土地の改変が合算して 3,000 ㎡以上 
ケース２
土地の改変が合算して 3,000 ㎡以上 
敷地外への搬出が発生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース３ 
公道を挟んだ工事（造成等） 

判定：届出対象 
切土部＋盛土部＝4,000 ㎡ 
調査対象は切土部のみ 

判定：届出対象 切土部は 50cm 未満である
が敷地外への搬出があるため 
調査対象区域は切土部のみ 

 
 
 ケース４

土地の改変が 3,000 ㎡以上、深さ 50cm 未満 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

判定：届出対象 公道で別れていても一体の
工事の場合は合算で 3,000 ㎡以上 
調査対象は切土部 A、B 

判定：届出対象外
切土部が 50cm 以上の箇所がない  

 
 
 ケース５ 

土地の改変が各箇所 3,000 ㎡未満、合算で
3,000 ㎡以上、深さ 50cm 以上の箇所がある

 
 
 

判定：届出対象
合算で 3,000 ㎡以上、切土部で 50cm 以上の
掘削箇所がある。 
調査対象は A,B,C 

 
 
 
 
 
 注）各ケースとも調査対象区域の調査は北東

の角（○印）を格子の起点とするのが原則 
区域を外周線・外接線で囲み、その東北端を
基点とすることも可能 
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